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７ 

報告第 １ 号 

 

   専決処分の報告について 

 

 神明橋橋梁補修工事請負契約の変更契約の締結について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

  



８ 

専決第 ３ 号 

 

   神明橋橋梁補修工事請負契約の変更契約の締結について 

 

 令和６年第２回おいらせ町議会定例会議案第３３号をもって議会の議

決を経た、神明橋橋梁補修工事請負契約の一部を変更し、次のとおり契

約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定に

ついて（平成１８年９月１１日おいらせ町議会議決）第３号アの規定に

より、次のとおり専決処分する。 

 

  変更契約金額      ３，６３０，０００円の増額 

   変更後の契約金額 １３０，６８０，０００円 

   変更前の契約金額 １２７，０５０，０００円 

 

 

  令和 ７ 年 １ 月２８日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

  



９ 

報告第 ２ 号 

 

   専決処分の報告について 

 

いちょう公園体育館外壁等改修工事請負契約の変更契約の締結につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告

する。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０ 

専決第 ２ 号 

 

   いちょう公園体育館外壁等改修工事請負契約の変更契約の締結に

ついて 

 

令和６年第２回おいらせ町議会定例会議案第３５号をもって議会の

議決を経た、いちょう公園体育館外壁等改修工事請負契約の一部を変更

し、次のとおり契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８０条第１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽

易な事項の指定について（平成１８年９月１１日おいらせ町議会議決）

第３号イの規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  工事期間変更  

変更後  令和６年６月１８日から令和７年３月３１日まで 

   変更前  令和６年６月１８日から令和７年１月３１日まで 

 

 

  令和 ７ 年 １ 月２２日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

  



１１ 

報告第 ３ 号 

 

   専決処分の報告について 

 

 いちょう公園体育館照明器具改修工事請負契約の変更契約の締結につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告

する。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

  



１２ 

専決第 ４ 号 

 

   いちょう公園体育館照明器具改修工事請負契約の変更契約の締結

について 

 

 令和６年第２回おいらせ町議会定例会議案第３６号をもって議会の議

決を経た、いちょう公園体育館照明器具改修工事請負契約の一部を変更

し、次のとおり契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８０条第１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽

易な事項の指定について（平成１８年９月１１日おいらせ町議会議決）

第３号アの規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  変更契約金額       ９５７，０００円の減額 

   変更後の契約金額 ５８，４４３，０００円 

   変更前の契約金額 ５９，４００，０００円 

 

 

  令和 ７ 年 １ 月２９日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

  



１３ 

承認第 １ 号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 令和６年度おいらせ町一般会計補正予算（第６号）を地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求め

る。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 



１４ 

専決第 １ 号 

 

   令和６年度おいらせ町一般会計補正予算（第６号）について 

 

 令和６年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９９，８９７千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，０７７，７５２

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和 ７ 年 １ 月１７日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

  



 

 

 

１
５

 

  



 

 

 

１
６

 

  



 

１７ 

諮問第 １ 号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委

員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の

意見を求める。 

 

記 

 

推薦する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  小
こ

 西
にし

 久美子
く み こ

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 人権擁護委員（木村啓一氏）の任期満了に伴い、後任の委員に小西久

美子氏を候補者として推薦することについて、意見を求めるものである。



 

１８ 

諮問第 １ 号参考資料 

 
 

 

 

  



 

１９ 

議案第 １ 号 

 

   おいらせ町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第

２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  大
おお

 木
き

 元
げん

 英
えい

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町教育委員会委員（加賀真美子氏）の任期満了に伴い、後任

の委員として大木元英氏を任命するため提案するものである。  



 

２０ 

議案第 １ 号参考資料 

 



 

２１ 

議案第 ２ 号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  吉
よし

 田
だ

 良
よし

 紀
のり

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に吉田良紀氏を任命するため提案するもの

である。



 

２２ 

議案第 ２ 号参考資料 

 
 
  



 

２３ 

議案第 ３ 号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  袴
はかま

 田
だ

 光
みつ

 雄
お

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に袴田光雄氏を任命するため提案するもの

である。



 

２４ 

議案第 ３ 号参考資料 

 

  



 

２５ 

議案第 ４ 号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  松
まつ

 林
ばやし

 勝
かつ

 智
とも

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に松林勝智氏を任命するため提案するもの

である。



 

２６ 

議案第 ４ 号参考資料 

 
  



 

２７ 

議案第 ５ 号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  岩
いわ

 﨑
さき

  仁
ひとし

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に岩﨑仁氏を任命するため提案するもので

ある。



 

２８ 

議案第 ５ 号参考資料 

 

  



 

２９ 

議案第 ６ 号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  沼
ぬま

 
だて

 
ひろ

 志
し

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に沼 志氏を任命するため提案するもの

である。



 

３０ 

議案第 ６ 号参考資料 

 

  



 

３１ 

議案第 ７ 号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  上久保
か み く ぼ

 辰
たつ

 視
み

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に上久保辰視氏を任命するため提案するも

のである。



 

３２ 

議案第 ７ 号参考資料 

 

 



 

３３ 

議案第 ８ 号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  松
まつ

 林
ばやし

 一
かず

 弥
や

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に松林一弥氏を任命するため提案するもの

である。



 

３４ 

議案第 ８ 号参考資料 

 
  



 

３５ 

議案第 ９ 号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  久
く

 慈
じ

 弘
ひろ

 子
こ

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に久慈弘子氏を任命するため提案するもの

である。



 

３６ 

議案第 ９ 号参考資料 

 

  



 

３７ 

議案第１０号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  日
ひ

ケ
が

久保
く ぼ

  亨
とおる

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に日ケ久保亨氏を任命するため提案するも

のである。



 

３８ 

議案第１０号参考資料 

 
  



 

３９ 

議案第１１号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  玉
たま

 川
かわ

  勉
つとむ

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に玉川勉氏を任命するため提案するもので

ある。



 

４０ 

議案第１１号参考資料 

 
 
 

  



 

４１ 

議案第１２号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  柏
かしわ

 崎
ざき

 幸
さち

 子
こ

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に柏崎幸子氏を任命するため提案するもの

である。



 

４２ 

議案第１２号参考資料 

 

  



 

４３ 

議案第１３号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  田
た

 中
なか

 正
まさ

 幸
ゆき

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に田中正幸氏を任命するため提案するもの

である。



 

４４ 

議案第１３号参考資料 

 

  



 

４５ 

議案第１４号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  立
たち

 花
はな

 友
とも

 彦
ひこ

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に立花友彦氏を任命するため提案するもの

である。



 

４６ 

議案第１４号参考資料 

 

  



 

４７ 

議案第１５号 

 

   おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  日ヶ
ひ が

久保
く ぼ

 浩
ひろ

 幸
ゆき

 

 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町農業委員会委員に日ヶ久保浩幸氏を任命するため提案する

ものである。



 

４８ 

議案第１５号参考資料 

 

 



 

４９ 

議案第１６号 

 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について 

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり定め

る。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成２５年法律第２７号）の一部改正に伴い、町関係条例において

引用条項の改正を行うほか、所要の改正を行うため提案するものである。  



 

５０ 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （おいらせ町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部改正） 

第１条 おいらせ町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例（平成２７年おいらせ町条例第３２号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２条第２号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条

第３号中「第２条第１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第４

号中「第２条第１４項」を「第２条第１５項」に改める。 

  別表第１及び別表第２中「おいらせ町軽度・中等度難聴児補聴器購

入費助成事業実施要綱」を「おいらせ町軽度・中等度難聴児補聴器購

入費等助成事業実施要綱」に改める。 

 （おいらせ町町税条例の一部改正） 

第２条 おいらせ町町税条例（平成１８年おいらせ町条例第５２号）の

一部を次のように改正する。 

  第３６条の２第１０項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」

に改める。 

  第６３条の２第１項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」

に改める。 

  第８９条第２項第２号及び第１３９条の３第２項第１号中「第２条

第１５項」を「第２条第１６項」に改める。 

 （おいらせ町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第３条 おいらせ町議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年おい

らせ町条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第４項ただし書中「。以下」を「。第２０条において」に改

め、同条第１０項中「以下」を「第１２条第５項において」に、「第２

条第８項」を「第２条第９項」に改める。 



 

５１ 

  第１２条第５項中「及び第２９条」を削り、同項の表第３８条第１

項第１号の項中「第２条第９項」を「第２条第１０項」に改める。 

  第１７条第１項各号列記以外の部分中「以下」を「第３項において」

に改め、同条第２項第１号ア中「又は報酬、福利厚生」を「若しくは

報酬若しくは福利厚生」に、「その他」を「又は」に改める。 

  第１８条第１項中「議会の保有する」を削り、同条第２項中「この

章において」及び「この章及び第４８条において」を削る。 

  第２７条第２項中「この章において」を削る。 

  第３１条第２項中「この章及び第４８条において」を削る。 

  第３２条第３項中「この章において」を削る。 

  第３８条第１項ただし書中「この章において」を削り、同条第２項

中「この章及び第４８条において」を削る。 

  第３９条第３項中「この章において」を削る。 

  第４７条中「第４章」を「前章」に改める。 

  第４８条中「特定」の次に「に資する情報の提供」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



 

５２ 

議案第１７号 

 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）の施行に伴い、

町関係条例において字句の改正を行うため提案するものである。 



 

５３ 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例 

 （おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例（平成１８年おい

らせ町条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  第２７条第３号及び第４号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

  第２８条第１項第１号及び第３項第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に

改める。 

 （おいらせ町消防団条例の一部改正） 

第２条 おいらせ町消防団条例（平成１８年おいらせ町条例第１５２号）

の一部を次のように改正する。 

  第８条第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

 （おいらせ町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第３条 おいらせ町議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年おい

らせ町条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第５３条から第５５条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例によ

る。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお

従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前

若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用す

る場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条

の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項に



 

５４ 

おいて「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」と

いう。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第  

１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。

以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下

「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は

それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は

長期及び短期を同じくする拘留とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従

前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若

しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関す

る法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁

錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする

有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする

旧拘留に処せられた者とみなす。 

 （おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

５ 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条

例の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪

につき起訴をされた者は、第１条の規定による改正後のおいらせ町一

般職の職員の給与に関する条例第２８条第１項（第１号に係る部分に

限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用につい

ては、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

  



 

５５ 

議案第１８号 

 

   おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例について 

 

 おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 青森県人事委員会勧告に準じて、給与制度の見直しとして、町一般職

職員の給料月額及び諸手当を改めるため提案するものである。 



 

５６ 

   おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例 

 （おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例（平成１８年おい

らせ町条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（扶養手当）」

を付し、同条第１項ただし書中「次項第１号及び第３号から第６号ま

で」を「次項第２号から第５号まで」に、「以下「扶養親族たる配偶者、

父母等」を「第３項において「扶養親族たる父母等」に改め、同条第

２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号までを

１号ずつ繰り上げ、同項第６号を次のように改める。 

  (6) 重度心身障がい者 

  第１２条第２項第６号を同項第５号とし、同条第３項中「扶養親族

たる配偶者、父母等」を「前項第１号に該当する扶養親族（次項にお

いて「扶養親族たる子」という。）については１人につき１万３，０００

円、扶養親族たる父母等」に改め、「、前項第２号に該当する扶養親族

（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき１万円」を

削り、同条第４項中「（以下「特定期間」という。）」を削り、「特定期

間に」を「当該期間に」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額

の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

  第１３条を次のように改める。 

 第１３条 削除 

  第１４条第１項中「除き、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

第１６条第１項の規定により単身赴任手当を支給される職員に限る」

を「除く」に改める。 

  第１４条の２第２項第３号中「１００分の１５」を「１００分の  

１２」に改め、同項第４号中「１００分の１２」を「１００分の８」



 

５７ 

に改め、同項第５号中「１００分の１０」を「１００分の４」に改め、

同項第６号及び第７号を削る。 

  第２４条第１項第１号中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同

項第２号中「週休日等以外の日の午前０時から」を「午後１０時から

翌日の」に改め、「の間」の次に「（週休日等に含まれる時間を除く。）」

を加え、「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第２項中「各号に

定める額」の次に「（前項各号に規定する勤務に従事する時間を考慮し

て規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に１００分の  

１５０を乗じて得た額）」を加え、同項第１号中「（当該勤務に従事す

る時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に１００分

の１５０を乗じて得た額）」を削る。 

  第３５条第１項中「、第１２条、第１３条及び第３０条」を「及び

第１２条」に改める。 

  別表第１から別表第５までを次のように改める。 

 別表第１（第４条関係） 

   行政職給料表 

職員の 

区分 

 職務 

の級 
1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 円 

1 183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200 

2 184,600 231,500 266,300 300,300 323,100 356,900 

3 185,800 233,000 267,300 301,800 324,900 358,500 

4 186,900 234,500 268,300 303,200 326,600 360,100 

5 188,000 236,000 269,300 304,600 328,300 361,700 

6 189,700 237,500 270,300 305,700 330,000 363,500 

7 191,300 239,000 271,300 306,700 331,700 365,000 



 

５８ 

8 192,900 240,500 272,300 307,900 333,400 366,600 

9 194,500 242,000 273,300 309,100 335,000 368,000 

10 196,200 243,400 274,300 310,700 336,700 369,600 

11 197,800 244,800 275,300 312,300 338,400 371,200 

12 199,400 246,200 276,400 313,900 340,000 372,700 

13 201,000 247,400 277,400 315,400 341,500 374,600 

14 202,700 248,600 278,700 317,000 343,100 376,500 

15 204,400 249,800 280,000 318,600 344,700 378,400 

16 206,100 251,000 281,200 320,200 346,200 380,200 

17 207,400 252,100 282,500 321,700 347,600 381,700 

18 209,000 253,200 283,800 323,400 349,300 383,500 

19 210,600 254,300 285,000 325,000 350,900 385,200 

20 212,100 255,400 286,200 326,600 352,500 386,800 

21 213,600 256,400 287,300 328,000 353,700 388,500 

22 215,200 257,400 288,500 329,700 355,200 389,900 

23 216,800 258,400 289,800 331,400 356,700 391,300 

24 218,400 259,400 291,100 333,000 358,200 392,700 

25 220,000 260,400 292,400 334,200 359,900 394,100 

26 221,700 261,300 293,400 336,100 361,700 395,300 

27 223,000 262,200 294,400 337,800 363,400 396,500 

28 224,300 263,100 295,500 339,400 365,100 397,500 

29 225,600 263,900 296,600 340,900 366,500 398,600 

30 226,700 264,700 297,800 342,500 367,800 399,800 

31 227,800 265,500 298,900 344,100 369,000 400,900 

32 228,900 266,300 300,100 345,700 370,400 402,000 

33 230,000 267,000 301,300 347,400 371,500 402,700 

34 231,100 267,800 302,600 349,200 372,400 403,400 



 

５９ 

35 232,200 268,600 303,900 351,000 373,400 404,100 

36 233,300 269,300 305,200 352,800 374,500 404,800 

37 234,400 270,000 306,500 354,300 375,300 405,400 

38 235,400 270,800 307,800 355,700 376,200 406,000 

39 236,400 271,600 309,100 357,100 377,100 406,500 

40 237,300 272,300 310,400 358,500 377,900 406,900 

41 238,200 273,000 311,700 360,000 378,700 407,300 

42 239,100 273,800 313,000 360,800 379,500 407,500 

43 239,900 274,600 314,300 361,800 380,300 407,800 

44 240,700 275,300 315,400 362,800 381,000 408,100 

45 241,400 276,000 316,300 363,700 381,700 408,400 

46 242,000 276,700 317,600 364,800 382,400 408,700 

47 242,600 277,400 318,900 365,700 383,100 409,000 

48 243,200 278,100 320,200 366,700 383,800 409,300 

49 243,800 278,800 321,400 367,600 384,300 409,500 

50 244,400 279,500 322,700 368,300 384,900 409,800 

51 245,000 280,200 323,900 369,000 385,500 410,100 

52 245,500 280,900 325,100 369,600 386,200 410,400 

53 246,000 281,500 326,400 370,000 386,600 410,600 

54 246,400 282,200 327,500 370,600 387,200 410,900 

55 246,700 282,800 328,600 371,300 387,800 411,200 

56 247,000 283,500 329,700 372,000 388,300 411,500 

57 247,300 284,100 330,400 372,300 388,700 411,700 

58 247,600 284,800 331,300 373,000 389,300 412,000 

59 247,900 285,400 332,000 373,700 389,900 412,300 

60 248,200 286,100 332,800 374,300 390,400 412,500 

61 248,500 286,700 333,600 374,600 390,800 412,700 



 

６０ 

62 248,800 287,400 334,000 375,100 391,300 413,000 

63 249,100 288,000 334,600 375,700 391,800 413,300 

64 249,400 288,500 335,300 376,300 392,400 413,500 

65 249,700 289,000 336,100 376,600 392,700 413,700 

66 250,000 289,600 336,800 377,200 393,100 414,000 

67 250,300 290,100 337,500 377,900 393,500 414,300 

68 250,600 290,700 338,100 378,500 393,900 414,500 

69 250,900 291,200 338,600 378,900 394,200 414,700 

70 251,200 291,700 339,200 379,400 394,500 415,000 

71 251,500 292,300 339,700 380,000 394,800 415,300 

72 251,800 292,900 340,300 380,500 395,000 415,500 

73 252,100 293,400 340,600 381,000 395,200 415,700 

74 252,400 293,900 341,100 381,600 395,500  

75 252,700 294,300 341,500 382,100 395,800  

76 253,000 294,600 341,900 382,400 396,000  

77 253,300 294,800 342,300 382,800 396,200  

78 253,600 295,100 342,800 383,300 396,500  

79 253,900 295,300 343,300 383,700 396,800  

80 254,200 295,600 343,800 384,100 397,000  

81 254,500 295,800 344,100 384,500 397,200  

82 254,800 296,000 344,500 385,000 397,500  

83 255,100 296,300 344,900 385,400 397,800  

84 255,400 296,500 345,300 385,800 398,000  

85 255,700 296,800 345,600 386,100 398,200  

86 256,000 297,100 346,000 386,600   

87 256,300 297,400 346,400 387,000   

88 256,600 297,700 346,800 387,400   



 

６１ 

89 256,900 298,000 347,000 387,700   

90 257,200 298,300 347,400 388,200   

91 257,500 298,600 347,800 388,600   

92 257,800 299,000 348,200 389,000   

93 258,100 299,200 348,400 389,300   

94   299,400 348,800    

95   299,700 349,200    

96   300,100 349,500    

97   300,300 349,800    

98   300,600 350,200    

99   301,000 350,600    

100   301,400 351,000    

101  301,600 351,500    

102  301,900 351,900    

103  302,200 352,300    

104  302,500 352,700    

105  302,700 353,200    

106  303,000 353,600    

107  303,300 353,900    

108  303,600 354,200    

109  303,800 354,700    

110  304,200     

111  304,600     

112  304,900     

113  305,100     

114  305,300     

115  305,600     



 

６２ 

116  306,000     

117  306,200     

118  306,400     

119  306,700     

120  307,000     

121  307,400     

122  307,600     

123  307,900     

124  308,200     

125  308,500      

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

192,000 

円 

219,500 

円 

260,000 

円 

279,700 

円 

294,900 

円 

320,600 

  備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただ

し、第３１条、第３１条の２及び第３１条の３に規定する職員を除く。 

 別表第２（第４条関係） 

   医療職給料表（１） 

職員の区

分 

 職務 

の級 
1級 2級 3級 4級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

 

 円 円 円 円 

1 291,400 400,300 455,100 549,800 

2 293,700 403,000 457,100 555,900 

3 296,000 405,600 459,000 561,200 

4 298,200 408,100 460,900 566,100 

5 300,300 410,500 462,300 570,500 



 

６３ 

6 303,800 412,700 464,100 574,800 

7 307,300 414,800 465,900 578,400 

8 310,700 416,900 467,700 581,400 

9 314,100 419,000 469,500 583,900 

10 317,600 420,500 471,300 586,200 

 11 321,000 422,000 473,100  

12 324,400 423,500 474,900  

13 327,800 424,900 476,700  

14 331,300 426,400 478,500  

15 334,700 427,900 480,300  

16 338,100 429,300 482,100  

17 341,500 430,700 483,900  

18 344,600 432,200 485,800  

19 347,700 433,700 487,700  

20 350,800 435,100 489,600  

21 354,000 436,500 491,500  

22 357,100 438,000 493,200  

23 360,200 439,500 495,000  

24 363,200 440,900 496,800  

25 366,200 442,300 498,400  

26 368,500 443,700 500,200  

27 370,800 445,100 502,000  

28 373,000 446,500 503,600  

29 374,900 447,900 505,000  

30 376,600 449,300 506,700  

31 378,300 450,700 508,500  

32 380,100 452,100 510,200  



 

６４ 

33 381,900 453,500 511,700  

34 383,700 454,900 513,000  

35 385,300 456,300 514,300  

36 386,700 457,700 515,600  

37 388,100 459,100 516,600  

 38 389,600 460,800 517,900  

39 391,100 462,400 519,200  

40 392,600 464,000 520,500  

41 394,100 465,600 521,500  

42 394,800 466,800 522,300  

43 395,400 468,000 523,100  

44 396,100 469,100 523,900  

45 397,000 470,100 524,800  

46 397,600 471,100 525,600  

47 398,200 472,000 526,400  

48 398,800 472,800 527,100  

49 399,400 473,500 527,900  

50 399,900 474,200 528,700  

51 400,400 474,900 529,400  

52 400,900 475,500 530,300  

53 401,400 476,200 531,200  

54 401,800 476,900 532,000  

55 402,200 477,500 532,900  

56 402,600 478,100 533,800  

57 403,000 478,400 534,600  

58 403,400 479,000 535,500  

59 403,800 479,700 536,400  



 

６５ 

60 404,200 480,400 537,100  

61 404,600 480,800 537,900  

62 405,000 481,400 538,800  

63 405,400 482,100 539,700  

64 405,800 482,800 540,600  

 65 406,100 483,200 541,400  

66  483,800 542,300  

67  484,400 543,200  

68  484,900 544,100  

69  485,400 544,900  

70  485,900 545,800  

71  486,400 546,700  

72  486,900 547,600  

73  487,300 548,400  

74  487,800   

75  488,200   

76  488,700   

77  489,200   

78  489,800   

79  490,400   

80  490,800   

81  491,300   

82  491,900   

83  492,500   

84  493,000   

85  493,500 
 
 

 



 

６６ 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

301,700 

円 

344,400 

円 

399,500 

円 

473,300 

備考 この表は、病院等に勤務する医師で規則で定めるものに適用する。 

 別表第３（第４条関係） 

   医療職給料表（２） 

職員の区

分 

 

 職務 

の級 
1級 2級 3級 4級 5級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

 円 円 円 円 円 

1 188,600 227,400 263,000 281,800 315,000 

2 190,700 228,700 263,800 282,600 316,400 

3 192,800 230,000 264,600 283,400 317,800 

4 194,900 231,300 265,400 284,100 319,200 

5 196,900 232,500 266,200 284,800 320,600 

6 198,900 233,600 267,000 285,500 322,200 

7 200,900 234,600 267,800 286,200 323,700 

8 202,700 235,600 268,600 287,000 325,200 

9 204,500 236,700 269,400 287,800 326,700 

10 206,400 237,900 270,200 288,600 328,300 

11 208,300 239,200 271,000 289,400 329,800 

12 210,400 240,500 271,800 290,100 331,300 

13 212,100 241,800 272,600 290,800 332,800 

14 214,100 243,100 273,400 291,900 334,400 

15 216,300 244,400 274,200 293,000 335,900 

16 218,400 245,600 275,000 294,200 337,400 



 

６７ 

17 220,500 246,800 275,800 295,400 338,900 

18 221,600 248,000 276,600 296,600 340,500 

19 222,700 249,200 277,400 297,800 342,100 

20 223,800 250,400 278,200 299,000 343,600 

21 224,900 251,500 279,000 300,200 344,900 

22 225,800 252,400 279,900 301,400 346,400 

23 226,700 253,200 280,800 302,600 347,900 

24 227,600 254,000 281,600 303,800 349,400 

25 228,500 254,800 282,400 305,000 350,900 

26 229,400 255,600 283,300 306,200 352,400 

27 230,300 256,400 284,200 307,300 353,900 

28 231,200 257,200 285,000 308,500 355,300 

29 232,100 258,000 285,800 309,800 356,700 

30 233,000 258,800 286,900 311,000 358,300 

31 233,900 259,600 287,900 312,200 359,800 

32 234,800 260,400 288,900 313,400 361,300 

33 235,600 261,200 289,900 314,600 362,500 

34 236,400 262,000 291,000 315,700 363,600 

35 237,200 262,700 292,000 316,900 364,800 

36 238,000 263,500 293,000 318,100 365,900 

37 238,800 264,400 294,000 319,300 366,900 

38 239,600 265,200 295,000 320,600 367,700 

39 240,400 266,000 296,000 321,900 368,700 

40 241,200 266,800 297,000 323,100 369,800 

41 241,800 267,600 298,000 324,000 370,800 

42 242,400 268,400 299,200 325,200 371,800 

43 243,000 269,200 300,300 326,400 372,800 



 

６８ 

44 243,500 270,000 301,400 327,600 373,700 

45 244,000 270,700 302,500 328,700 374,500 

46 244,600 271,500 303,600 329,700 375,300 

47 245,100 272,300 304,700 330,700 376,200 

48 245,500 273,100 305,800 331,600 377,000 

49 245,900 273,800 306,900 332,500 377,500 

50 246,400 274,600 308,000 333,500 378,300 

51 246,900 275,300 309,100 334,500 379,100 

52 247,400 276,000 310,200 335,400 379,900 

53 247,700 276,700 311,200 335,900 380,300 

54 248,000 277,400 312,200 336,800 381,000 

55 248,300 278,100 313,200 337,500 381,700 

56 248,600 278,800 314,200 338,400 382,300 

57 248,900 279,500 315,200 339,100 382,700 

58 249,200 280,200 316,200 339,400 383,200 

59 249,500 280,900 317,200 339,900 383,800 

60 249,800 281,500 318,100 340,500 384,400 

61 250,100 282,100 319,000 341,100 384,800 

62 250,400 282,800 319,800 341,800 385,300 

63 250,700 283,500 320,500 342,500 385,800 

64 251,000 284,100 321,200 343,100 386,300 

65 251,300 284,700 321,800 343,800 386,900 

66 251,600 285,400 322,500 344,300 387,400 

67 251,900 286,100 323,100 344,900 388,000 

68 252,200 286,700 323,700 345,500 388,600 

69 252,500 287,300 324,300 345,800 389,100 

70 252,800 288,000 324,500 346,400 389,600 



 

６９ 

71 253,100 288,700 325,000 346,900 390,100 

72 253,300 289,300 325,500 347,400 390,600 

73 253,500 289,900 326,100 347,900 390,900 

74 253,800 290,400 326,600 348,400 391,400 

75 254,100 290,800 327,100 348,900 391,800 

76 254,300 291,200 327,500 349,300 392,200 

77 254,500 291,600 328,100 349,600 392,600 

78 254,800 291,900 328,600 349,900 393,100 

79 255,100 292,200 329,000 350,100 393,500 

80 255,300 292,500 329,500 350,400 393,900 

81 255,500 292,800 330,000 350,900 394,300 

82 255,800 293,100 330,400 351,200 394,800 

83 256,100 293,400 330,600 351,500 395,200 

84 256,300 293,700 330,900 351,800 395,600 

85 256,500 293,900 331,300 352,200 396,000 

86  294,100 331,700 352,500  

87  294,300 332,000 352,800  

88  294,500 332,300 353,100  

89  294,900 332,600 353,500  

90  295,100 332,800 353,800  

91  295,300 333,200 354,100  

92  295,500 333,500 354,400  

93  295,900 333,700 354,700  

94  296,100 334,000 355,100  

95  296,300 334,300 355,500  

96  296,600 334,600 355,900  

97  296,900 334,800 356,400  



 

７０ 

98  297,100 335,100 356,800  

99  297,300 335,400 357,200  

100  297,600 335,600 357,600  

101  297,900 335,800 358,100  

102  298,100 336,000   

103  298,300 336,400   

104  298,600 336,600   

105  298,900 336,800   

106   337,200   

107   337,600   

108   338,000   

109   338,200   

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

193,000 

円 

219,600 

円 

248,100 

円 

261,700 

円 

287,300 

備考 この表は、薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。 

 別表第４（第４条関係） 

   医療職給料表（３） 

職員の区

分 

 職務

の級 
1級 2級 3級 4級 5級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

 円 円 円 円 円 

1 207,700 240,600 281,800 295,200 319,300 

2 209,600 242,800 282,300 295,800 320,300 

3 211,400 245,000 282,800 296,400 321,300 

4 213,100 247,200 283,300 296,900 322,300 



 

７１ 

5 214,800 249,400 283,800 297,400 323,300 

6 216,700 250,400 284,300 298,000 324,500 

7 218,500 251,300 284,800 298,600 325,700 

8 220,200 252,200 285,300 299,100 326,900 

9 221,900 253,100 285,800 299,600 328,000 

10 223,900 254,300 286,300 300,200 329,200 

11 225,800 255,400 286,800 300,800 330,300 

12 227,700 256,300 287,300 301,300 331,400 

13 229,600 257,100 287,800 301,800 332,500 

14 231,600 257,800 288,300 302,500 333,700 

15 233,600 258,500 288,800 303,200 334,800 

16 235,600 259,400 289,300 303,900 335,900 

17 237,600 260,500 289,800 304,600 337,000 

18 239,600 261,600 290,300 305,500 338,200 

19 241,700 262,700 290,800 306,400 339,300 

20 243,700 263,800 291,300 307,300 340,400 

21 245,600 264,900 291,800 308,100 341,500 

22 246,800 266,000 292,300 309,000 342,700 

23 248,000 267,100 292,800 309,900 343,800 

24 249,100 268,200 293,300 310,800 344,900 

25 250,200 269,200 293,800 311,600 346,000 

26 251,100 270,300 294,400 312,500 347,300 

27 252,000 271,400 295,200 313,400 348,600 

28 252,900 272,400 296,000 314,300 349,900 

29 253,700 273,400 296,700 315,100 351,100 

30 254,500 274,100 297,500 316,200 352,600 

31 255,200 274,800 298,300 317,300 354,100 



 

７２ 

32 255,900 275,500 299,100 318,400 355,600 

33 256,700 276,200 299,800 319,500 356,800 

34 257,500 276,800 300,600 320,600 358,300 

35 258,300 277,300 301,400 321,700 359,700 

36 259,000 277,800 302,100 322,800 361,100 

37 259,700 278,300 302,900 323,900 362,500 

38 260,600 278,900 303,700 325,100 363,500 

39 261,500 279,400 304,500 326,200 364,900 

40 262,300 279,900 305,300 327,300 366,200 

41 263,100 280,300 306,000 328,100 367,500 

42 264,000 280,800 307,000 329,200 368,900 

43 264,800 281,300 308,000 330,300 370,200 

44 265,600 281,800 308,900 331,300 371,500 

45 266,400 282,300 309,800 332,300 373,000 

46 267,100 282,800 310,800 333,300 374,200 

47 267,800 283,300 311,800 334,300 375,300 

48 268,400 283,800 312,700 335,300 376,500 

49 269,000 284,300 313,600 336,500 377,600 

50 269,500 284,800 314,600 337,800 378,500 

51 270,000 285,300 315,600 339,000 379,500 

52 270,400 285,800 316,600 340,200 380,400 

53 270,800 286,300 317,400 341,100 381,000 

54 271,300 286,800 318,400 342,300 381,800 

55 271,800 287,300 319,400 343,400 382,600 

56 272,200 287,800 320,300 344,700 383,400 

57 272,600 288,300 321,200 345,700 384,100 

58 273,000 289,100 322,200 346,600 384,800 



 

７３ 

59 273,400 289,900 323,200 347,700 385,500 

60 273,800 290,600 324,100 348,900 386,100 

61 274,200 291,300 325,000 350,000 386,700 

62 274,600 292,200 326,200 351,200 387,300 

63 275,000 293,100 327,400 352,400 388,000 

64 275,400 293,900 328,600 353,400 388,600 

65 275,800 294,700 329,300 354,400 389,300 

66 276,200 295,600 330,400 355,400 389,800 

67 276,600 296,400 331,500 356,500 390,400 

68 277,000 297,200 332,400 357,600 390,900 

69 277,400 298,000 333,500 358,400 391,300 

70 277,900 298,900 334,200 359,500 391,900 

71 278,400 299,800 335,300 360,600 392,400 

72 278,800 300,700 336,400 361,600 392,700 

73 279,200 301,600 337,500 362,300 393,000 

74 279,800 302,500 338,700 363,100 393,500 

75 280,400 303,400 339,800 363,900 393,900 

76 280,900 304,300 340,900 364,600 394,200 

77 281,400 305,100 342,000 365,200 394,500 

78 282,000 306,100 343,100 365,700 395,000 

79 282,600 307,100 344,100 366,200 395,500 

80 283,100 308,000 345,200 366,700 395,900 

81 283,600 308,500 346,100 367,300 396,200 

82 284,100 309,400 347,100 367,800 396,600 

83 284,600 310,300 348,000 368,300 397,100 

84 285,100 311,100 349,000 368,800 397,500 

85 285,600 311,900 349,900 369,200 397,900 



 

７４ 

86 286,100 312,900 350,700 369,600  

87 286,600 313,900 351,500 370,200  

88 287,100 314,900 352,300 370,700  

89 287,600 315,800 352,900 371,000  

90 288,100 316,900 353,500 371,500  

91 288,600 317,900 354,100 371,900  

92 289,100 318,900 354,700 372,200  

93 289,600 319,700 355,100 372,800  

94 290,200 320,400 355,500 373,300  

95 290,800 321,100 356,000 373,800  

96 291,400 321,700 356,400 374,300  

97 292,000 322,200 356,900 374,900  

98 292,500 322,500 357,300 375,400  

99 293,000 323,100 357,800 375,900  

100 293,500 323,700 358,200 376,300  

101 294,000 324,100 358,500 376,900  

102 294,500 324,700 359,000 377,400  

103 295,000 325,300 359,400 377,900  

104 295,400 325,800 359,700 378,400  

105 295,800 326,200 360,100 379,000  

106 296,300 326,700 360,600 379,400  

107 296,800 327,200 361,100 379,900  

108 297,100 327,700 361,600 380,400  

109 297,300 328,100 362,100 381,000  

110 297,600 328,500 362,600   

111 297,800 328,800 363,100   

112 298,100 329,100 363,500   



 

７５ 

113 298,400 329,400 363,900   

114 298,600 329,800 364,300   

115 298,900 330,100 364,800   

116 299,100 330,400 365,300   

117 299,400 330,600 365,700   

118 299,700 330,900 366,200   

119 300,000 331,200 366,700   

120 300,300 331,400 367,200   

121 300,600 331,600 367,500   

122 301,000 331,900    

123 301,300 332,200    

124 301,600 332,500    

125 301,800 332,700    

126 302,000 333,000    

127 302,300 333,400    

128 302,700 333,600    

129 302,900 333,800    

130 303,200 334,000    

131 303,600 334,400    

132 304,000 334,600    

133 304,200 334,900    

134 304,500 335,300    

135 304,800 335,700    

136 305,100 336,100    

137 305,300 336,400    

138 305,600 336,800    

139 305,900 337,200    



 

７６ 

140 306,200 337,600    

141 306,400 337,900    

142 306,800 338,300    

143 307,200 338,600    

144 307,500 339,000    

145 307,700 339,300    

146 307,900 339,700    

147 308,200 340,100    

148 308,600 340,500    

149 308,800 340,800    

150 309,000 341,200    

151 309,300 341,600    

152 309,600 342,000    

153 310,000 342,300    

154 310,200     

155 310,400     

156 310,700     

157 311,000     

158 311,300     

159 311,600     

160 311,900     

161 312,300     

162 312,600     

163 312,900     

164 313,200     

165 313,600     

166 313,900     



 

７７ 

167 314,200     

168 314,500     

169 314,900     

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

239,700 

円 

260,200 

円 

267,500 

円 

277,900 

円 

294,300 

備考 この表は、保健師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるもの

に適用する。 

 別表第５（第４条関係） 

   教育職給料表 

職員の区

分 

 職務 

の級 
1級 2級 3級 4級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

 円 円 円 円 

1 199,900 220,700 348,700 435,700 

2 202,200 223,100 350,200 437,000 

3 204,500 225,500 351,700 438,200 

4 206,700 227,900 353,200 439,500 

5 208,900 230,300 354,600 440,600 

6 211,200 232,700 356,000 441,700 

7 213,400 235,100 357,400 442,900 

8 215,600 237,500 358,800 444,100 

9 217,800 239,900 360,200 445,400 

10 220,000 241,500 361,500 446,600 

11 222,200 243,100 362,800 447,600 

12 224,400 244,700 364,100 448,700 

13 226,600 246,300 365,300 449,900 



 

７８ 

14 228,700 247,800 366,600 450,700 

15 230,800 249,200 367,800 451,500 

16 232,900 250,600 369,000 452,400 

17 235,000 252,000 370,200 453,300 

18 236,800 253,200 371,400 453,800 

19 238,500 254,400 372,600 454,300 

20 240,200 255,600 373,700 454,800 

21 241,900 257,000 374,800 455,300 

22 243,200 258,200 376,000  

23 244,500 259,500 377,200  

24 245,800 260,800 378,300  

25 247,000 262,100 379,400  

26 248,100 264,000 380,600  

27 249,200 265,800 381,800  

28 250,300 267,600 382,900  

29 251,500 269,300 384,000  

30 252,800 271,500 385,200  

31 254,000 273,700 386,400  

32 255,200 275,900 387,500  

33 256,300 278,100 388,600  

34 257,500 280,300 389,800  

35 258,700 282,500 391,000  

36 259,900 284,600 392,200  

37 261,100 286,600 393,400  

38 262,300 288,500 394,700  

39 263,500 290,400 395,900  

40 264,700 292,200 397,100  



 

７９ 

41 265,900 294,000 398,300  

42 267,000 295,900 399,600  

43 268,100 297,700 400,600  

44 269,200 299,400 401,700  

45 270,200 301,100 402,900  

46 271,000 302,900 404,100  

47 271,800 304,600 405,300  

48 272,600 306,200 406,500  

49 273,300 307,800 407,600  

50 274,100 309,500 408,600  

51 274,800 311,300 409,900  

52 275,500 313,000 411,100  

53 276,300 314,300 412,300  

54 277,100 316,200 413,400  

55 277,900 318,000 414,500  

56 278,600 319,700 415,600  

57 279,300 321,400 416,600  

58 280,100 323,300 417,800  

59 280,900 325,000 419,000  

60 281,600 326,700 420,200  

61 282,200 328,400 420,800  

62 282,900 330,200 421,600  

63 283,600 332,000 422,300  

64 284,200 333,700 422,800  

65 284,900 335,400 423,100  

66 285,600 336,700 423,400  

67 286,300 338,000 423,800  



 

８０ 

68 287,000 339,300 424,200  

69 287,700 340,800 424,500  

70 288,500 342,300 424,900  

71 289,200 343,800 425,200  

72 289,900 345,300 425,500  

73 290,400 346,700 425,800  

74 291,100 348,200 426,200  

75 291,800 349,700 426,500  

76 292,400 351,200 426,800  

77 293,000 352,600 427,100  

78 293,700 354,100 427,400  

79 294,300 355,600 427,700  

80 294,900 357,100 427,900  

81 295,500 358,500 428,100  

82 296,100 359,800   

83 296,700 361,100   

84 297,300 362,300   

85 297,800 363,500   

86 298,300 364,700   

87 298,800 365,900   

88 299,300 367,000   

89 299,700 368,100   

90 300,300 369,200   

91 300,800 370,300   

92 301,300 371,400   

93 301,600 372,500   

94 302,100 373,700   



 

８１ 

95 302,600 374,800   

96 303,000 375,900   

97 303,400 376,900   

98 303,900 377,900   

99 304,400 378,800   

100 304,800 379,700   

101 305,200 380,500   

102 305,600 381,500   

103 306,000 382,400   

104 306,300 383,300   

105 306,500 384,100   

106 306,800 385,000   

107 307,100 385,900   

108 307,300 386,800   

109 307,500 387,600   

110 307,700 388,600   

111 308,000 389,500   

112 308,300 390,400   

113 308,500 391,000   

114 308,700 391,900   

115 308,900 392,800   

116 309,200 393,700   

117 309,500 394,500   

118 309,700 395,200   

119 310,000 396,000   

120 310,300 396,800   

121 310,500 397,400   



 

８２ 

122 310,700 398,100   

123 310,900 398,800   

124 311,200 399,400   

125 311,500 400,000   

126  400,700   

127  401,200   

128  401,800   

129  402,400   

130  403,000   

131  403,500   

132  404,000   

133  404,300   

134  404,600   

135  404,900   

136  405,200   

137  405,500   

138  405,800   

139  406,100   

140  406,400   

141  406,700   

142  407,000   

143  407,300   

144  407,600   

145  407,800   

146  408,100   

147  408,400   

148  408,600   



 

８３ 

149  408,800   

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

229,700 

円 

276,000 

円 

330,000 

円 

411,900 

  備考 

   (1) この表は、教育委員会に勤務する職員で市町村立の小学校又は中学校の

校長、教頭又は教諭から任命されたものに適用する。 

   (2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員の給

料月額は、この表の額に７,５００円をそれぞれ加算した額とする。 

 （おいらせ町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一

部改正） 

第２条 おいらせ町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例

（令和４年おいらせ町条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２６項中「第１４条第１項、」を削る。 

  附則第２８項中「、第１２条、第１３条及び第３０条」を「及び第

１２条」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（号給の切替え） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日においておい

らせ町一般職の職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）

別表第１から別表第５までの給料表の適用を受けていた職員であっ

て同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられ

ている職務の級であったものの施行日における号給（次項及び同表に

おいて「新号給」という。）は、施行日の前日においてその者が属して

いた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給（同表におい



 

８４ 

て「旧号給」という。）に応じて同表に定める号給とする。 

 （施行日前の異動者の号給の調整） 

３ 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこ

れに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日にお

いて当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上

必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な

調整を行うことができる。 

 （令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

４ 施行日から令和８年３月３１日までの間における第１条の規定によ

る改正後の給与条例（以下「改正後の給与条例」という。）第１２条の

規定の適用については、同条第１項ただし書中「対しては」とあるの

は「対しては、支給せず、次項第６号に該当する扶養親族に係る扶養

手当は、医療職（１）４級職員に対しては」と、同条第２項中「(5) 重

度心身障がい者」とあるのは 

「(5) 重度心身障がい者 

(6) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。）」 

と、同条第３項中「１万３，０００円」とあるのは「１万１，５００

円」と、「とする」とあるのは「、前項第６号に該当する扶養親族につ

いては３，０００円とする」とする。 

（令和１０年３月３１日までの間における地域手当に関する経過措

置） 

５ 施行日から令和１０年３月３１日までの間における地域手当の月額

は、改正後の給与条例第１４条の２第２項及び第３項の規定にかかわ

らず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定め

る地域手当の級地の区分に応じて、１００分の２０を超えない範囲内

で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この

項前段の地域手当の級地は、規則で定める。 



 

８５ 

６ 町長は、前項前段の規則を定めるに当たっては、当該規則で定める

地域手当の級地の区分及び割合（以下「級地区分等」という。）が令和

１０年４月１日以降に適用される新たな級地区分等への円滑な移行

を図るためのものであることを踏まえ、級地区分等の変更に伴う職員

の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ、級地区分等

の段階的な変更が行われるようにしなければならない。 

（規則への委任） 

７ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関

し必要な事項は、規則で定める。 

附則別表（附則第２項関係） 

  号給の切替表 

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給 

旧号給 
職務の級 

３級 ４級 ５級 ６級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ ２ １ １ １ 

７ ３ １ １ １ 

８ ４ １ １ １ 

９ ５ １ １ １ 

10 ６ ２ ２ １ 

11 ７ ３ ３ １ 

12 ８ ４ ４ １ 

13 ９ ５ ５ １ 

14 10 ６ ６ ２ 

15 11 ７ ７ ３ 

16 12 ８ ８ ４ 

17 13 ９ ９ ５ 

18 14 10 10 ６ 



 

８６ 

19 15 11 11 ７ 

20 16 12 12 ８ 

21 17 13 13 ９ 

22 18 14 14 10 

23 19 15 15 11 

24 20 16 16 12 

25 21 17 17 13 

26 22 18 18 14 

27 23 19 19 15 

28 24 20 20 16 

29 25 21 21 17 

30 26 22 22 18 

31 27 23 23 19 

32 28 24 24 20 

33 29 25 25 21 

34 30 26 26 22 

35 31 27 27 23 

36 32 28 28 24 

37 33 29 29 25 

38 34 30 30 26 

39 35 31 31 27 

40 36 32 32 28 

41 37 33 33 29 

42 38 34 34 30 

43 39 35 35 31 

44 40 36 36 32 

45 41 37 37 33 

46 42 38 38 34 

47 43 39 39 35 

48 44 40 40 36 

49 45 41 41 37 

50 46 42 42 38 

51 47 43 43 39 

52 48 44 44 40 

53 49 45 45 41 



 

８７ 

54 50 46 46 42 

55 51 47 47 43 

56 52 48 48 44 

57 53 49 49 45 

58 54 50 50 46 

59 55 51 51 47 

60 56 52 52 48 

61 57 53 53 49 

62 58 54 54 50 

63 59 55 55 51 

64 60 56 56 52 

65 61 57 57 53 

66 62 58 58 54 

67 63 59 59 55 

68 64 60 60 56 

69 65 61 61 57 

70 66 62 62 58 

71 67 63 63 59 

72 68 64 64 60 

73 69 65 65 61 

74 70 66 66 62 

75 71 67 67 63 

76 72 68 68 64 

77 73 69 69 65 

78 74 70 70 66 

79 75 71 71 67 

80 76 72 72 68 

81 77 73 73 69 

82 78 74 74 70 

83 79 75 75 71 

84 80 76 76 72 

85 81 77 77 73 

86 82 78 78   

87 83 79 79   

88 84 80 80   



 

８８ 

89 85 81 81   

90 86 82 82   

91 87 83 83   

92 88 84 84   

93 89 85 85   

94 90 86     

95 91 87     

96 92 88     

97 93 89     

98 94 90     

99 95 91     

100 96 92     

101 97 93     

102 98       

103 99       

104 100       

105 101       

106 102       

107 103       

108 104       

109 105       

110 106       

111 107       

112 108       

113 109       

  イ 医療職給料表(１)の適用を受ける職員の新号給 

旧号給 
職務の級 

２級 ３級 ４級 

１ １ １ １ 

２ １ １ １ 

３ １ １ １ 

４ １ １ １ 

５ １ １ １ 

６ １ １ １ 

７ １ １ １ 



 

８９ 

８ １ １ １ 

９ １ １ １ 

10 １ １ １ 

11 １ １ １ 

12 １ １ １ 

13 １ １ １ 

14 ２ １ １ 

15 ３ １ １ 

16 ４ １ １ 

17 ５ １ １ 

18 ６ ２ １ 

19 ７ ３ １ 

20 ８ ４ １ 

21 ９ ５ １ 

22 10 ６ １ 

23 11 ７ １ 

24 12 ８ １ 

25 13 ９ １ 

26 14 10 １ 

27 15 11 １ 

28 16 12 １ 

29 17 13 １ 

30 18 14 １ 

31 19 15 １ 

32 20 16 １ 

33 21 17 １ 

34 22 18 １ 

35 23 19 １ 

36 24 20 １ 

37 25 21 １ 

38 26 22 ２ 

39 27 23 ２ 

40 28 24 ２ 

41 29 25 ２ 

42 30 26 ３ 



 

９０ 

43 31 27 ３ 

44 32 28 ３ 

45 33 29 ３ 

46 34 30 ４ 

47 35 31 ４ 

48 36 32 ４ 

49 37 33 ４ 

50 38 34 ４ 

51 39 35 ５ 

52 40 36 ５ 

53 41 37 ５ 

54 42 38 ５ 

55 43 39 ５ 

56 44 40 ６ 

57 45 41 ６ 

58 46 42 ６ 

59 47 43 ６ 

60 48 44 ６ 

61 49 45 ７ 

62 50 46 ７ 

63 51 47 ７ 

64 52 48 ７ 

65 53 49 ８ 

66 54 50   

67 55 51   

68 56 52   

69 57 53   

70 58 54   

71 59 55   

72 60 56   

73 61 57   

74 62 58   

75 63 59   

76 64 60   

77 65 61   



 

９１ 

78 66 62   

79 67 63   

80 68 64   

81 69 65   

82 70 66   

83 71 67   

84 72 68   

85 73 69   

86 74 70   

87 75 71   

88 76 72   

89 77 73   

90 78     

91 79     

92 80     

93 81     

94 82     

95 83     

96 84     

97 85     

  ウ 医療職給料表(２)の適用を受ける職員の新号給 

旧号給 
職務の級 

３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ 

２ １ １ １ 

３ １ １ １ 

４ １ １ １ 

５ １ １ １ 

６ ２ ２ １ 

７ ３ ３ １ 

８ ４ ４ １ 

９ ５ ５ １ 

10 ６ ６ ２ 

11 ７ ７ ３ 

12 ８ ８ ４ 



 

９２ 

13 ９ ９ ５ 

14 10 10 ６ 

15 11 11 ７ 

16 12 12 ８ 

17 13 13 ９ 

18 14 14 10 

19 15 15 11 

20 16 16 12 

21 17 17 13 

22 18 18 14 

23 19 19 15 

24 20 20 16 

25 21 21 17 

26 22 22 18 

27 23 23 19 

28 24 24 20 

29 25 25 21 

30 26 26 22 

31 27 27 23 

32 28 28 24 

33 29 29 25 

34 30 30 26 

35 31 31 27 

36 32 32 28 

37 33 33 29 

38 34 34 30 

39 35 35 31 

40 36 36 32 

41 37 37 33 

42 38 38 34 

43 39 39 35 

44 40 40 36 

45 41 41 37 

46 42 42 38 

47 43 43 39 



 

９３ 

48 44 44 40 

49 45 45 41 

50 46 46 42 

51 47 47 43 

52 48 48 44 

53 49 49 45 

54 50 50 46 

55 51 51 47 

56 52 52 48 

57 53 53 49 

58 54 54 50 

59 55 55 51 

60 56 56 52 

61 57 57 53 

62 58 58 54 

63 59 59 55 

64 60 60 56 

65 61 61 57 

66 62 62 58 

67 63 63 59 

68 64 64 60 

69 65 65 61 

70 66 66 62 

71 67 67 63 

72 68 68 64 

73 69 69 65 

74 70 70 66 

75 71 71 67 

76 72 72 68 

77 73 73 69 

78 74 74 70 

79 75 75 71 

80 76 76 72 

81 77 77 73 

82 78 78 74 



 

９４ 

83 79 79 75 

84 80 80 76 

85 81 81 77 

86 82 82 78 

87 83 83 79 

88 84 84 80 

89 85 85 81 

90 86 86 82 

91 87 87 83 

92 88 88 84 

93 89 89 85 

94 90 90   

95 91 91   

96 92 92   

97 93 93   

98 94 94   

99 95 95   

100 96 96   

101 97 97   

102 98 98   

103 99 99   

104 100 100   

105 101 101   

106 102     

107 103     

108 104     

109 105     

110 106     

111 107     

112 108     

113 109     

  エ 医療職給料表(３)の適用を受ける職員の新号給 

旧号給 
職務の級 

３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ 



 

９５ 

２ １ １ １ 

３ １ １ １ 

４ １ １ １ 

５ １ １ １ 

６ ２ ２ １ 

７ ３ ３ １ 

８ ４ ４ １ 

９ ５ ５ １ 

10 ６ ６ ２ 

11 ７ ７ ３ 

12 ８ ８ ４ 

13 ９ ９ ５ 

14 10 10 ６ 

15 11 11 ７ 

16 12 12 ８ 

17 13 13 ９ 

18 14 14 10 

19 15 15 11 

20 16 16 12 

21 17 17 13 

22 18 18 14 

23 19 19 15 

24 20 20 16 

25 21 21 17 

26 22 22 18 

27 23 23 19 

28 24 24 20 

29 25 25 21 

30 26 26 22 

31 27 27 23 

32 28 28 24 

33 29 29 25 

34 30 30 26 

35 31 31 27 

36 32 32 28 



 

９６ 

37 33 33 29 

38 34 34 30 

39 35 35 31 

40 36 36 32 

41 37 37 33 

42 38 38 34 

43 39 39 35 

44 40 40 36 

45 41 41 37 

46 42 42 38 

47 43 43 39 

48 44 44 40 

49 45 45 41 

50 46 46 42 

51 47 47 43 

52 48 48 44 

53 49 49 45 

54 50 50 46 

55 51 51 47 

56 52 52 48 

57 53 53 49 

58 54 54 50 

59 55 55 51 

60 56 56 52 

61 57 57 53 

62 58 58 54 

63 59 59 55 

64 60 60 56 

65 61 61 57 

66 62 62 58 

67 63 63 59 

68 64 64 60 

69 65 65 61 

70 66 66 62 

71 67 67 63 



 

９７ 

72 68 68 64 

73 69 69 65 

74 70 70 66 

75 71 71 67 

76 72 72 68 

77 73 73 69 

78 74 74 70 

79 75 75 71 

80 76 76 72 

81 77 77 73 

82 78 78 74 

83 79 79 75 

84 80 80 76 

85 81 81 77 

86 82 82 78 

87 83 83 79 

88 84 84 80 

89 85 85 81 

90 86 86 82 

91 87 87 83 

92 88 88 84 

93 89 89 85 

94 90 90   

95 91 91   

96 92 92   

97 93 93   

98 94 94   

99 95 95   

100 96 96   

101 97 97   

102 98 98   

103 99 99   

104 100 100   

105 101 101   

106 102 102   



 

９８ 

107 103 103   

108 104 104   

109 105 105   

110 106 106   

111 107 107   

112 108 108   

113 109 109   

114 110     

115 111     

116 112     

117 113     

118 114     

119 115     

120 116     

121 117     

122 118     

123 119     

124 120     

125 121     

  オ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給 

旧号給 
職務の級 

３級 ４級 

１ １ １ 

２ １ １ 

３ １ １ 

４ １ １ 

５ １ １ 

６ １ １ 

７ １ １ 

８ １ １ 

９ １ １ 

10 １ １ 

11 １ １ 

12 １ １ 

13 １ １ 



 

９９ 

14 ２ １ 

15 ３ １ 

16 ４ １ 

17 ５ １ 

18 ６ ２ 

19 ７ ３ 

20 ８ ４ 

21 ９ ５ 

22 10 ６ 

23 11 ７ 

24 12 ８ 

25 13 ９ 

26 14 10 

27 15 11 

28 16 12 

29 17 13 

30 18 14 

31 19 15 

32 20 16 

33 21 17 

34 22 18 

35 23 19 

36 24 20 

37 25 21 

38 26   

39 27   

40 28   

41 29   

42 30   

43 31   

44 32   

45 33   

46 34   

47 35   

48 36   



 

１００ 

49 37   

50 38   

51 39   

52 40   

53 41   

54 42   

55 43   

56 44   

57 45   

58 46   

59 47   

60 48   

61 49   

62 50   

63 51   

64 52   

65 53   

66 54   

67 55   

68 56   

69 57   

70 58   

71 59   

72 60   

73 61   

74 62   

75 63   

76 64   

77 65   

78 66   

79 67   

80 68   

81 69   

82 70   

83 71   



 

１０１ 

84 72   

85 73   

86 74   

87 75   

88 76   

89 77   

90 78   

91 79   

92 80   

93 81   

  



 

１０２ 

議案第１９号 

 

   おいらせ町職員に関する旅費及び費用弁償支給条例の一部を改正

する条例について 

 

 おいらせ町職員に関する旅費及び費用弁償支給条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）の一

部改正に伴い、宿泊料の上限を引き上げる改正を行うほか、町関係条例

において所要の改正を行うため提案するものである。  



 

１０３ 

おいらせ町職員に関する旅費及び費用弁償支給条例の一部を改

正する条例 

 おいらせ町職員に関する旅費及び費用弁償支給条例（平成１８年おい

らせ町条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第７項中「定額」を「実費額」に改める。 

 第９条中「定額を異にする理由を生じた場合には、額の多い方の定額

による日当又は宿泊料」を「実費額を異にする理由を生じた場合、日当

については定額、宿泊料については額の多い方の実費額」に改める。 

 第１７条を次のように改める。 

 （宿泊料） 

第１７条 宿泊料の額は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、

地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額とする。ただ

し、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として第３９条第３項各号

のいずれかに定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

 第２０条中「宿泊料定額の５夜分に相当する額」を「規則で定める宿

泊料実費額の５夜分を」に、「宿泊料定額の３夜分に相当する額とする」

を「規則で定める宿泊料実費額の３夜分を限度として、現に宿泊した夜

数により算定される額とする」に改める。 

 第３３条第１項第１号ア中「国家公務員等の旅費に関する法律（昭和

２５年法律第１１４号）」を「国家公務員等の旅費に関する法律の一部を

改正する法律（令和６年法律第２２号）による改正前の国家公務員等の

旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号。以下「改正前の旅費法」

という。）」に改める。 

 第３９条第３項に次の１号を加える。 

 (3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、そ

の結果から最も安価な宿泊施設を選択する場合 

 第４１条中「国家公務員等の旅費に関する法律」を「改正前の旅費法」

に改める。 



 

１０４ 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第１６条、第１８条、第２０条関係） 

内国旅行の日当及び食卓料 

区分 県内外 
日当（1 日当

たり） 

食卓料（1 夜

につき） 
備考 

職員 
県内   

2,200 円 
  

 県外 2,000 円 

医師 
県内   

2,600 円 
  

 県外 2,000 円 

 別表第４備考中「国家公務員等の旅費に関する法律」を「改正前の旅

費法」に改める。 

 別表第５中「第３５条」の次に「、第３５条の２」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （改正後のおいらせ町職員に関する旅費及び費用弁償支給条例におけ

る経過措置） 

２ この条例による改正後のおいらせ町職員に関する旅費及び費用弁償

支給条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前

に出発した旅行については、なお従前の例による。 

 （おいらせ町固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

３ おいらせ町固定資産評価審査委員会条例（平成１８年おいらせ町条

例第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条中「おいらせ町職員に関する旅費支給条例」を「おいらせ

町職員に関する旅費及び費用弁償支給条例」に改める。 

 （おいらせ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償額に関

する条例の一部改正） 



 

１０５ 

４ おいらせ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償額に関

する条例（平成１８年おいらせ町条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

  第３条第２項を次のように改める。 

 ２ 前項の旅費の額については、おいらせ町職員に関する旅費及び費

用弁償支給条例(平成１８年おいらせ町条例第４７号。以下「旅費支

給条例」という。)の規定による旅費支給の例によって旅費を支給す

るものとする。 

 （おいらせ町出頭人等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

５ おいらせ町出頭人等の実費弁償に関する条例（平成１８年おいらせ

町条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「おいらせ町職員に関する旅費支給条例」を「おいらせ町

職員に関する旅費及び費用弁償支給条例」に改める。 

 （おいらせ町特別職の職員の旅費支給条例の一部改正） 

６ おいらせ町特別職の職員の旅費支給条例（平成１８年おいらせ町条

例第４８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「の定めるところにより支給する」を「及びおいら

せ町職員に関する旅費及び費用弁償支給条例（平成１８年おいらせ町

条例第４７号。以下「旅費支給条例」という。）の規定による旅費支給

の例によって旅費を支給するものとする」に改め、同条第４項中「お

いらせ町職員に関する旅費支給条例（平成１８年おいらせ町条例第 

４７号）」を「旅費支給条例」に改める。 

  第３条中「おいらせ町職員に関する旅費支給条例」を「旅費支給条

例」に改める。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第２条関係） 

 



 

１０６ 

区分 県内外 
日当（1 日当

たり） 

食卓料（1 夜

につき） 
備考 

町長 
県内   

3,000 円 
  

 県外 2,000 円 

副町長 

教育長 

県内   
2,600 円 

  

 県外 2,000 円 

  別表第２の１外国旅行の車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表備考中

「国家公務員等の旅費に関する法律」を「国家公務員等の旅費に関す

る法律の一部を改正する法律（令和６年法律第２２号）による改正前

の国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）」に

改める。 

 （改正後のおいらせ町特別職の職員の旅費支給条例における経過措置） 

７ 前項の規定による改正後のおいらせ町特別職の職員の旅費支給条例

の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発し

た旅行については、なお従前の例による。 

 （おいらせ町議会事務局設置条例の一部改正） 

８ おいらせ町議会事務局設置条例（平成１８年おいらせ町条例第  

１５５号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「おいらせ町職員に関する旅費支給条例」を「おいらせ町

職員に関する旅費及び費用弁償支給条例」に改める。 

  



 

１０７ 

議案第２０号 

 

   おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改

正する条例について 

 

 おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 附属機関の見直しに伴い、１つの附属機関の廃止と１つの附属機関の所

掌事項等の見直しを行うため提案するものである。  



 

１０８ 

   おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改

正する条例 

 おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例（平成２７年お

いらせ町条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１おいらせ町地域公共交通会議の項を次のように改める。 

おいら

せ町地

域公共

交通会

議 

(1) 地域の実情に応

じた適切な乗合旅

客運送の態様等に

関する事項 

(2) 自家用有償旅客

運送の必要性及び

旅客から収受する

対価に関する事項 

(3) 地域公共交通会

議の運営方法その

他町長が必要と認

める事項 

20名以

内（公

募によ

る者を

含む） 

(1) 町の職員 

(2) おいらせ町を営業

区域に含む一般乗合旅

客自動車運送事業者 

(3) おいらせ町を営業

区域に含む一般貸切旅

客自動車運送事業者 

(4) 一般旅客自動車運

送事業者が組織する団

体 

(5) 住民又は公共交通

機関の利用者 

(6) 青森運輸支局長又

はその指名する者 

(7) 自家用有償旅客運

送に係る協議を行う場

合は、おいらせ町にお

いて現に自家用有償旅

客運送を行っている特

定非営利活動法人等の

団体に所属する者のう

ちその代表者が指名す

る者 

(8) 一般旅客自動車運

送事業者の事業用自動

車の運転者が組織する

団体 

(9) 道路管理者、青森

県警察、学識経験者そ

の他町長が必要と認め

る者 

2年

以内 

(1) 会長 

委員の互

選 

(2) 副会長 

委員の中

から会長

が指名 

政策推

進課 

 別表第１おいらせ町福祉有償運送運営協議会の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  



 

１０９ 

議案第２１号 

 

   おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

定める。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 青森県国民健康保険運営方針に基づき、国民健康保険税の算定方式を

４方式から３方式へ変更するとともに、経営基盤安定のための保険税率

の見直しを行うため提案するものである。 



 

１１０ 

   おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町国民健康保険税条例（平成１８年おいらせ町条例第５６号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「１００分の６．３」を「１００分の７．４５」に改

める。 

第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

第５条中「２７，２００円」を「３１，６００円」に改める。 

第５条の２第１号中「３２，２００円」を「２１，６００円」に改め、

同条第２号中「１６，１００円」を「１０，８００円」に改め、同条第

３号中「２４，１５０円」を「１６，２００円」に改める。 

第６条中「１００分の１．９」を「１００分の２．７」に改める。 

第７条を次のように改める。 

第７条 削除 

第７条の２中「７，６００円」を「１１，４００円」に改める。 

第７条の３第１号中「９，３００円」を「７，８００円」に改め、同

条第２号中「４，６５０円」を「３，９００円」に改め、同条第３号中

「６，９７５円」を「５，８５０円」に改める。 

第８条中「１００分の１．６」を「１００分の２．３」に改める。 

第９条を次のように改める。 

第９条 削除 

第９条の２中「９，２００円」を「１３，８００円」に改める。 

第９条の３中「６，２００円」を「６，８００円」に改める。 

第２３条第１項第１号ア中「１９，０４０円」を「２２，１２０円」

に改め、同号イ（ア）中「２２，５４０円」を「１５，１２０円」に改

め、同号イ（イ）中「１１，２７０円」を「７，５６０円」に改め、同

号イ（ウ）中「１６，９０５円」を「１１，３４０円」に改め、同号ウ

中「５，３２０円」を「７，９８０円」に改め、同号エ（ア）中       



 

１１１ 

「６，５１０円」を「５，４６０円」に改め、同号エ（イ）中       

「３，２５５円」を「２，７３０円」に改め、同号エ（ウ）中       

「４，８８３円」を「４，０９５円」に改め、同号オ中「６，４４０円」

を「９，６６０円」に改め、同号カ中「４，３４０円」を「４，７６０

円」に改め、同項第２号ア中「１３，６００円」を「１５，８００円」

に改め、同号イ（ア）中「１６，１００円」を「１０，８００円」に改

め、同号イ（イ）中「８，０５０円」を「５，４００円」に改め、同号

イ（ウ）中「１２，０７５円」を「８，１００円」に改め、同号ウ中     

「３，８００円」を「５，７００円」に改め、同号エ（ア）中       

「４，６５０円」を「３，９００円」に改め、同号エ（イ）中       

「２，３２５円」を「１，９５０円」に改め、同号エ（ウ）中       

「３，４８８円」を「２，９２５円」に改め、同号オ中「４，６００円」

を「６，９００円」に改め、同号カ中「３，１００円」を「３，４００

円」に改め、同項第３号ア中「５，４４０円」を「６，３２０円」に改

め、同号イ（ア）中「６，４４０円」を「４，３２０円」に改め、同号

イ（イ）中「３，２２０円」を「２，１６０円」に改め、同号イ（ウ）

中「４，８３０円」を「３，２４０円」に改め、同号ウ中「１，５２０

円」を「２，２８０円」に改め、同号エ（ア）中「１，８６０円」を     

「１，５６０円」に改め、同号エ（イ）中「９３０円」を「７８０円」

に改め、同号エ（ウ）中「１，３９５円」を「１，１７０円」に改め、

同号オ中「１，８４０円」を「２，７６０円」に改め、同号カ中      

「１，２４０円」を「１，３６０円」に改め、同条第２項第１号ア中   

「４，０８０円」を「４，７４０円」に改め、同号イ中「６，８００円」

を「７，９００円」に改め、同号ウ中「１０，８８０円」を        

「１２，６４０円」に改め、同号エ中「１３，６００円」を       

「１５，８００円」に改め、同項第２号ア中「１，１４０円」を     

「１，７１０円」に改め、同号イ中「１，９００円」を「２，８５０円」

に改め、同号ウ中「３，０４０円」を「４，５６０円」に改め、同号エ



 

１１２ 

中「３，８００円」を「５，７００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後のおいらせ町国民健康保険税条例の規定は、

令和７年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６

年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

  



 

１１３ 

議案第２２号 

 

   おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一

部改正に伴い、所要の改正を行うため提案するものである。  



 

１１４ 

   おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年

おいらせ町条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１９号中「第１４条第１項」を「第７条第１０項第５号」に

改める。 

第７条第２項中「第４２条第４項第１号」を「第４２条第６項第１号」

に改める。 

第３４条第２項第４号及び第５号中「に規定する」を「の規定による」

に改める。 

第３７条第１項中「第４２条第３項第１号」を「第４２条第３項」に、

「同号」を「同項」に、「附則第４条」を「附則第４項」に改める。 

第３９条第４項中「第４２条」を「第４２条第１項」に改める。 

第４２条第１項中「この項」の次に「から第７項まで」を加え、同項

第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」という。）を実

施する」に改め、同項第３号中「第４項第１号」を「第６項第１号」に

改め、同条第９項を同条第１１項とし、同条第８項中「附則第５条」を

「附則第５項」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第４項から第７

項までを２項ずつ繰り下げ、同条第３項各号列記以外の部分を次のよう

に改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に

係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

第４２条第３項第１号中「当該特定地域型保育事業者」を「特定地域

型保育事業者」に、「小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又

は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業



 

１１５ 

所者等」という。）」を「小規模保育事業Ａ型事業者等」に改め、同項を

同条第５項とし、同条第２項中「全てを満たすと認める」を「いずれか

を満たす」に、「前項第２号」を「第１項第２号」に改め、同項各号を次

のように改める。 

 (1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場

合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと町長が認めること。 

  ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

  イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。 

 (2) 町長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の

促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の

確保が著しく困難であること。 

 第４２条第２項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加え

る。 

２ 町長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる

要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しない

こととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保

すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

  ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

  イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じない

ようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若し

くは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項にお



 

１１６ 

いて「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１

号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

第４９条第２項第４号及び第５号中「に規定する」を「の規定による」

に改める。 

第５０条中「この項及び」の次に「第５０条において準用する」を加

える。 

附則第５項中「１０年」を「１５年」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第５項の

改正規定は、公布の日から施行する。 



 

１１７ 

議案第２３号 

 

   おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働

省令第６１号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うため提案するもの

である。  



 

１１８ 

   おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年おいらせ町条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「次条第１項」の次に「、第７条の３第２項」を加え、

「附則第３条」を「附則第３項」に改め、同項第１号中「を行う」を「（次

項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、同項第３号

中「第４項第１号」を「第６項第１号」に改め、同条第５項中「前項」

の次に「（第２号に該当する場合に限る。）」を加え、同項を同条第７項と

し、同条第４項を次のように改める。 

４ 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規

定を適用しないこととすることができる。 

 (1) 町長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、

家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優

先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供

の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続

き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じていると

き。 

 (2) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携

施設の確保が、著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合

を除く。)。 

第６条第４項を同条第６項とし、同条第３項各号列記以外の部分を次

のように改める。 

  前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に

係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

第６条第３項第１号中「当該家庭的保育事業者等」を「家庭的保育事

業者等」に、「第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保

https://www1.g-reiki.net/komoro/reiki_honbun/e709RG00001116.html#e000000214
https://www1.g-reiki.net/komoro/reiki_honbun/e709RG00001116.html#e000000174
https://www1.g-reiki.net/komoro/reiki_honbun/e709RG00001116.html#e000000174
https://www1.g-reiki.net/komoro/reiki_honbun/e709RG00001116.html#e000000214


 

１１９ 

育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育

事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保育事業Ａ型事業者等」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「次の各号に掲げる要件の全

てを満たすと認める」を「次に掲げる要件のいずれかを満たす」に、「前

項第２号」を「第１項第２号」に改め、同項各号を次のように改める。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場

合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと町長が認めること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。 

(2) 町長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の

促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者

の確保が著しく困難であること。 

第６条第２項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 町長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要

件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこ

ととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保す

ること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞ

れの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じない

ようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する小規

模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業



 

１２０ 

を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）

であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをい

う。 

第７条の２の次に次の１条を加える。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、

取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運

行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用

乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児

の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運

転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより１つ後方に備えられ

た前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案

してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認め

られるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザー

その他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを

用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行

わなければならない。 

 第１６条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え

る。 

 附則第３項中「１０年」を「１５年」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の

改正規定は、公布の日から施行する。 

  



 

１２１ 

議案第２４号 

 

除雪グレーダ（３.１ｍ級）購入契約の締結について 

 

除雪グレーダ（３.１ｍ級）購入契約を別紙のとおり締結するものとす

る。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及びお

いらせ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１８年おいらせ町条例第４９号）第３条の規定により、除雪グ

レーダ（３.１ｍ級）購入契約を締結するため提案するものである。  



 

１２２ 

別 紙 

 

 

１ 契約の目的   除雪グレーダ（３.１ｍ級）購入 

 

２ 契約の方法   指名競争入札 

 

３ 契約金額    ３１，６８０，０００円 

 

４ 契約の相手方  青森県十和田市大字三本木字一本木沢 

１７７番１ 

          コマツカスタマーサポート株式会社 

          東北カンパニー十和田支店 

          支店長  秋元 正人 

  



 

１２３ 

議案第２５号 

 

   いちょう公園テニスコート人工芝等更新工事請負契約の変更契約

の締結について 

 

令和６年第３回おいらせ町議会定例会議案第５０号をもって議会の議決

を経た、いちょう公園テニスコート人工芝等更新工事請負契約の一部を変

更し、次のとおり契約を締結することについて、議会の議決を求める。 

 

１ 契約件名   いちょう公園テニスコート人工芝等更新工事請負契約 

２ 契約金額   変更後 ６３，９５４，０００円 

        変更前 ６７，１００，０００円 

            （３，１４６，０００円の減額） 

３ 契約の相手方 青森県上北郡おいらせ町深沢平８８番地 

        株式会社 種市建業 

        代表取締役 小向 卓美 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び

おいらせ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（平成１８年おいらせ町条例第４９号）第２条の規定により、いち

ょう公園テニスコート人工芝等更新工事請負契約の変更契約を締結する

ため提案するものである。  



 

１２４ 

議案第２６号 

 

   いちょう公園体育館外壁等改修工事請負契約の変更契約の締結に

ついて 

 

令和６年第２回おいらせ町議会定例会議案第３５号をもって議会の

議決を経た、いちょう公園体育館外壁等改修工事請負契約の一部を変更

し、次のとおり契約を締結することについて、議会の議決を求める。 

 

１ 契約件名   いちょう公園体育館外壁等改修工事請負契約 

２ 契約金額   変更後 １０７，８４４，０００円 

         変更前 １０２，８５０，０００円 

              （４，９９４，０００円の増額） 

３ 契約の相手方 青森県上北郡おいらせ町下明堂３０番地１０ 

         株式会社 三村興業社 

         代表取締役 小笠原 國男 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び

おいらせ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（平成１８年おいらせ町条例第４９号）第２条の規定により、いち

ょう公園体育館外壁等改修工事請負契約の変更契約を締結するため提案

するものである。  



 

１２５ 

議案第２７号 

 

町道の路線認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、

町道の路線を別紙のとおり認定する。 

 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  町道整備等により整備された町道の路線認定について、道路法第８条

第２項の規定に基づき、提案するものである。  



 

１２６ 

令和６年度 新規認定路線一覧 

 

 

 

青葉１９号線   起点 おいらせ町青葉一丁目５０番地７５３ 地先 

         終点 おいらせ町青葉一丁目５０番地７５５ 地先 

         延長  ８７．５ｍ 

 

秋堂８号線    起点 おいらせ町菜飯５６番地１ 地先 

         終点 おいらせ町菜飯５６番地３ 地先 

         延長  ４９．４ｍ 

 

秋堂９号線    起点 おいらせ町菜飯５７番地  地先 

         終点 おいらせ町菜飯５８番地３ 地先 

         延長  ８９．３ｍ 

 

藤ケ森２５号線  起点 おいらせ町下明堂９１番地２０ 地先 

         終点 おいらせ町下明堂７９番地４６ 地先 

         延長  １４４．１ｍ 

 

藤ケ森２６号線  起点 おいらせ町下明堂９５番地３ 地先 

         終点 おいらせ町下明堂９５番地３ 地先 

         延長  １８．０ｍ 

 

藤ケ森２７号線  起点 おいらせ町下屋敷２２１番地４ 地先 

終点 おいらせ町下屋敷２２１番地２ 地先 

         延長  １２４．３ｍ  



 

１２７ 

議案第２８号 

 

令和６年度おいらせ町一般会計補正予算（第７号）について 

 

令和６年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０９，１５６千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，２８６，９０８

千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表継続費補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加は、「第３表繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加、変更及び廃止は、「第４表地方債補正」による。 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 
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１３９ 

議案第２９号 

 

令和６年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について 

 

令和６年度おいらせ町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定め

るところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９７，８２７千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，４５５，３７０千

円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 



 

 

 

１
４
０

 

 

  



 

 

 

１
４
１

 

 

  



 

１４２ 

議案第３０号 

 

令和６年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補正予算（第２

号）について 

 

令和６年度おいらせ町の奨学資金貸付事業特別会計補正予算は、次に

定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５，８８９千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，３０２千円とす

る。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 
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１
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１４５ 

議案第３１号 

 

   令和６年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

 

令和６年度おいらせ町の介護保険特別会計補正予算は、次に定めると

ころによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９８，３４７千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，４６８，５８４

千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 
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１
４
７

 

 



 

１４８ 

議案第３２号 

 

   令和６年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

について 

 

令和６年度おいらせ町の後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定

めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０９千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３４，３９６千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 
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１
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０

 

  



 

１５１ 

議案第３３号 

 

令和６年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第４号）について 

 

第１条 令和６年度おいらせ町病院事業会計の補正予算は、次に定める

ところによる。 

 

第２条  令和６年度おいらせ町病院事業会計予算（以下「予算」という。）

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科  目）     （既決予定額）   （補正予定額）     （ 計 ） 

収   入 

 第１款 事業収益   1,131,022 千円   △20,437 千円   1,110,585 千円 

  第１項 医業収益   961,119 千円   △25,123 千円    935,996 千円 

  第２項 医業外収益  169,901 千円    4,686 千円   174,587 千円 

 

支   出 

第１款  事業費用      1,131,022 千円   △20,437 千円   1,110,585 千円 

第１項 医業費用    1,122,821 千円    △18,347 千円    1,104,474 千円 

第２項 医業外費用   6,199 千円  △ 2,090 千円    4,109 千円 

 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目）   （既決予定額）    （補正予定額）       （ 計 ） 

（１）職員給与費        603,367 千円     △ 9,385 千円     593,982 千円 

 

第４条 予算第９条中「101,500 千円」を「104,100 千円」に改める。 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

  



 

１５２ 

議案第３４号 

 

  令和６年度おいらせ町下水道事業会計補正予算（第３号）について 

 

（総則） 

第１条 令和６年度おいらせ町下水道事業会計の補正予算は、次に定め

るところによる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和６年度おいらせ町下水道事業会計予算（以下「予算」とい

う。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正

する。 

 （科 目）    （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

           収   入 

第１款  事業収益  887,242千円  7,861千円  895,103千円 

 第 1項 営業収益  221,600千円   △45千円  221,555千円 

第２項 営業外収益 665,642千円  7,906千円  673,548千円 

           支   出 

第１款  事業費   771,912千円 △12,458千円  759,454千円 

 第１項 営業費用  666,780千円 △11,358千円  655,422千円 

 第３項 特別損失   13,406 千円 △1,100 千円   12,306 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し

て不足する額 201,329 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し

て不足する額 206,648 千円」に、「当年度利益剰余金処分額 54,872 千

円」を「当年度利益剰余金処分額 60,191 千円」に改め、資本的収入及

び支出の予定額を次のとおり補正する。 



 

１５３ 

 （科 目）     （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

収   入 

第１款  資本的収入  681,362千円 △55,089千円 626,273千円 

第 1項 企業債    366,300千円 △60,300千円 306,000千円 

第２項 他会計補助金 294,530 千円  5,841 千円 300,371 千円 

第４項 負担金及び分担金  1,532千円   △630千円   902千円 

            支   出 

第１款  資本的支出  882,691千円 △49,770千円 832,921千円 

第１項 建設改良費  201,676千円 △49,770千円 151,906千円 

 

（企業債） 

第４条 予算第５条に定めた企業債を次のように改める。 

 

補 正 前 

起債の目的 限度額 
起債の 

方法 
利 率 償還の方法 

下水道事業 

千円 

392,800 

 

証書借入 

3.5%以内 

（ただし、利率見

直し方式で借入れ

る場合、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見

直し後の利率） 

借入先の融資条

件による。ただ

し、企業財政そ

の他の都合によ

り繰上償還又は

低利に借換えす

る こ と が で き

る。 

 

  



 

１５４ 

補 正 後 

起債の目的 限度額 
起債の 

方法 
利 率 償還の方法 

建設改良 

（管きょ改良） 

千円 

60,300 

証書借入 

3.5%以内 

（ただし、利率見

直し方式で借入れ

る場合、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見

直し後の利率） 

借入先の融資条

件による。ただ

し、企業財政そ

の他の都合によ

り繰上償還又は

低利に借換えす

る こ と が で き

る。 

建設改良 

（馬淵川流域

下水道） 

千円 

17,800 

準建設改良 

（資本費平準

化債） 

千円 

250,700 

準建設改良 

（公営企業適

用債） 

千円 

3,700 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 （科 目）  （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

 (1) 職員給与費  37,991 千円   △152 千円    37,839 千円 
 

（利益剰余金の処分） 

第６条 予算第１０条に定めた金額を次のように改める。 

 （科 目）  （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

 (1) 減債積立金  54,872 千円   5,319 千円  60,191 千円 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆  



 

１５５ 

議案第３５号 

 

   令和７年度おいらせ町一般会計予算について 

 

 令和７年度おいらせ町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２，３１５，０００

千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規

定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。  

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借

入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 
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１６５ 

議案第３６号 

 

   令和７年度おいらせ町国民健康保険特別会計予算について 

 

 令和７年度おいらせ町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，４００，８８０

千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただ

し書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することがで

きる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 
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１６９ 

議案第３７号 

 

   令和７年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計予算について 

 

 令和７年度おいらせ町の奨学資金貸付事業特別会計の予算は、次に定

めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７，５６７千円と

定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 
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１７２ 

議案第３８号 

 

   令和７年度おいらせ町介護保険特別会計予算について 

 

 令和７年度おいらせ町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，４２９，７５６

千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただ

し書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することがで

きる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 
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議案第３９号 

 

   令和７年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計予算について 

 

 令和７年度おいらせ町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定め

るところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１１，６７７千円

と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 
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議案第４０号 

 

令和７年度おいらせ町病院事業会計予算について 

 

 （総則） 

第１条 令和７年度おいらせ町病院事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 病床数      73 床 

 (2) 年間延患者数   入院 21,000 人  外来 28,600 人 

 (3) １日平均患者数  入院  57.5 人  外来  116.7 人 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

      収   入 

第１款 事業収益           1,135,272 千円 

  第１項  医業収益              951,954 千円 

  第２項  医業外収益            183,316 千円 

  第３項 特別利益              2 千円 

      支   出 

 第１款  事業費用             1,135,272 千円 

  第１項 医業費用            1,127,923 千円 

  第２項 医業外費用              5,347 千円 

  第３項 特別損失              2 千円 

  第４項 予備費             2,000 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収

入額が資本的支出額に対して不足する額 23,099 千円は、当年度分損



 

１８１ 

益勘定留保資金 23,099 千円で補てんするものとする。)。 

      収   入 

第１款 資本的収入              97,590 千円 

第１項  企業債                75,790 千円 

第２項  他会計出資金           20,699 千円 

第３項  国庫補助金               1 千円 

第４項  県補助金             1,100 千円 

      支   出 

第１款 資本的支出              120,689 千円 

第１項 建設改良費             77,679 千円 

第２項 企業債償還金           40,610 千円 

第３項 投資その他の資産        2,400 千円 

 （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次

のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

医療器械 

購入事業 

千円 

75,790     

 

証書借入 

％ 

3.5 以内  

 

借入先の融資条件によ

る。ただし、企業財政その

他の都合により繰上償還

又は低利に借換えするこ

とができる。 

 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、50,000 千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、



 

１８２ 

次のとおりと定める。 

 (1) 各項のうち、第８条以外の経費 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費

の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場

合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費             665,870 千円 

 (2) 交際費                 150 千円 

（たな卸資産の購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、100,000 千円と定める。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１０条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。 

 (1) 取得する主な財産 

種 類 名 称 数量 

医療機器 

医療機器 

全身用Ｘ線ＣＴ装置 

特浴槽 

一式 

一式 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

  



 

１８３ 

議案第４１号 

 

   令和７年度おいらせ町下水道事業会計予算について 

 

（総則） 

第１条 令和７年度おいらせ町下水道事業会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 接続戸数           6,443 戸 

(2) 年間総排水量       1,241,000 ㎥ 

(3) １日平均排水量        3,400 ㎥ 

(4) 主な建設改良事業  

管路建設改良事業     126,538 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  なお、営業費用中総係費 4,646 千円の財源に充てるため、企業債 

4,600 千円を借り入れる。 

     収   入 

第１款  事業収益       855,631 千円 

 第１項 営業収益       226,723 千円 

 第２項 営業外収益      628,908 千円 

     支   出 

第 1 款  事業費        784,205 千円 

 第１項 営業費用       676,460 千円 

 第２項 営業外費用       105,725 千円 

 第３項 特別損失           20 千円 

 第４項 予備費          2,000 千円 



 

１８４ 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的

収入額が資本的支出額に対して不足する額 136,311 千円は、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,998 千円、当年度分損益勘

定留保資金 64,885 千円、当年度利益剰余金処分額 62,428 千円で補て

んするものとする。）。 

 収   入 

第１款  資本的収入      708,431 千円 

 第１項 企業債        554,300 千円 

 第２項 他会計補助金      126,128 千円 

 第３項 補助金          27,000 千円 

 第４項 負担金及び分担金     1,003 千円 

     支   出 

第 1 款  資本的支出       844,742 千円 

 第１項 建設改良費       179,708 千円 

 第２項 企業債償還金      665,029 千円 

 第３項 基金積立金           5 千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次

のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 
起債の 

方法 
利 率 償還の方法 

建設改良 

（管きょ改良） 

千円 

65,200 

証書借入 

3.5%以内 

（ただし、利率見

直し方式で借入れ

る場合、利率の見

直しを行った後に

借入先の融資条

件による。ただ

し、企業財政そ

の他の都合によ

り繰上償還又は

建設改良 

（馬淵川流域

下水道） 

千円 

46,900 



 

１８５ 

準建設改良 

（資本費平準

化債） 

千円 

442,200 

おいては、当該見

直し後の利率） 

低利に借換えす

ることができ

る。 

準建設改良 

（公営企業適

用債） 

千円 

4,600 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、10,000 千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の相互間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費

の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場

合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費      31,379 千円  

 （繰出基準を超える補助金） 

第９条 下水道事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける

金額は、19,383 千円である。 

  （利益剰余金の処分） 

第１０条 繰越利益剰余金は、次のとおり処分するものとする。 

 (1) 減債積立金    62,428 千円 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 


